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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第46期

第２四半期
連結累計期間

第47期
第２四半期
連結累計期間

第46期

会計期間
自平成24年10月１日
至平成25年３月31日

自平成25年10月１日
至平成26年３月31日

自平成24年10月１日
至平成25年９月30日

売上高（百万円） 11,033 15,032 22,255

経常利益（百万円） 819 1,856 1,392

四半期（当期）純利益（百万円） 540 1,092 819

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
571 1,071 911

純資産額（百万円） 10,030 11,242 10,217

総資産額（百万円） 24,065 26,423 19,405

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
59.66 126.30 1,139.05

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 40.2 41.2 50.7

営業活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
△1,447 △1,953 1,842

投資活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
27 △44 △117

財務活動によるキャッシュ・フロー

（百万円）
3,276 2,691 △798

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残

高（百万円）
6,493 6,245 5,537

　

回次
第46期

第２四半期
連結会計期間

第47期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年１月１日
至平成25年３月31日

自平成26年１月１日
至平成26年３月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 93.22 126.30

　

　（注）１．売上高には、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

  文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間では３月に平成26年度国家予算が成立しました。政府は景気の腰折れを回避するため

に、平成25年度補正予算とともに予算の早期執行方針を決め、公共事業など上半期に集中する見通しです。一方

で、建設産業では公共事業を担う人材不足が課題となっておりますが、国土交通省は２年連続で技術者単価を引き

上げました。

　このような事業環境の中で、建設コンサルタント業界も順調に受注を伸ばしております。当社グループにおいて

は国内の構造事業を中心に好調な受注が続きました。また、グループ会社の基礎地盤コンサルタンツは官民ともに

国内受注が好調の上、複数の大型高利益案件にも恵まれ、高い利益に貢献しております。

　今後は課題である人材確保にも注力して事業ニーズに応えていくとともに、今期の利益目標達成に取組んでまい

ります。

　なお、当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

　この結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループ全体の業績といたしましては、受注高は105億94百万

円（前年同四半期連結累計期間比5.3％増）、売上高は150億32百万円（前年同四半期連結累計期間比36.2％増）と

なりました。

　利益面では、営業利益18億49百万円（前年同四半期連結累計期間比136.7％増）、経常利益18億56百万円（前年同

四半期連結累計期間比126.6％増）、四半期純利益10億92百万円（前年同四半期連結累計期間比102.2％増）となり

ました。

　セグメントごとの概況は次のとおりであります。

〔コンサルタント事業〕

　当社グループの主力事業でありますコンサルタント事業の当第２四半期連結累計期間の状況は、受注高103億42百

万円（前年同四半期連結累計期間比5.3％増）、売上高147億94百万円（前年同四半期連結累計期間比36.9％増）と

なりました。

〔サービスプロバイダ事業〕

　当第２四半期連結累計期間の受注高は１億51百万円（前年同四半期連結累計期間比12.4％減）、売上高１億72百

万円（前年同四半期連結累計期間比0.7％減）となりました。

〔プロダクツ事業〕

　当第２四半期連結累計期間の受注高は１億円（前年同四半期連結累計期間比60.1％増）、売上高65百万円（前年

同四半期連結累計期間比20.0％増）となりました。

　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は62億45百万円とな

り、前連結会計年度末と比べ２億47百万円の減少となりました。

　また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおりであ

ります。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

　営業活動の結果使用した資金は△19億53百万円（前年同四半期連結累計期間は△14億47百万円の使用）となりま

した。

　これは主に完成業務未収入金の増減額△59億69百万円、業務未払金の増減額16億82百万円及び未成業務受入金の

増減額５億39百万円等の要因によるものであります。
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〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

　投資活動の結果取得した資金は△44百万円（前年同四半期連結累計期間は27百万円の取得）となりました。

　これは主に定期預金の預入による支出36百万円等によるものであります。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

　財務活動の結果取得した資金は26億91百万円（前年同四半期連結累計期間は32億76百万円の取得）となりまし

た。

　これは主に短期借入れによる収入32億15百万円、長期借入金の返済による支出２億59百万円等によるものであり

ます。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

1）当面の対処すべき課題の内容等

　当社グループは、第47期から今後の３事業年度の新中期経営計画「長大持続成長プラン2013」をスタートさせま

した。新中期経営計画では事業推進戦略に基づく事業展開を一層推進するとともにグループ経営の効果を最大限に

発揮することを目指します。このため、「グループ総合技術で信頼される企業」、「持続的成長を維持する安定経

営企業」、「多様な能力と経験の人材が活躍する企業」、「事業執行の改革を進める企業」を3年ビジョンとして

掲げ必要な施策を実施してまいります。新中期経営計画の初年度である第47期の当社は特に以下の課題に取組み目

標達成を目指します。

①　受注の確保

　第46期の期間受注額は過去10年で最も高い水準となりました。国の震災復興やインフラ老朽化対策など緊急経

済対策が背景にあるものの、業務成果の品質向上や積極的なコミュニケーションが競争力向上に大きく寄与した

結果であります。当社にとって、国内基幹事業の競争力向上が現状においても受注の生命線であるため、47期は

既存分野（橋梁、道路、交通、情報・ITS、環境）とともに、建築や港湾、河川防災等の新しい分野の競争力を

高めて受注を拡大します。　

　海外事業では、グループ会社として長大コリア（CHODAI KOREA CO.,LTD.）を設立し、また、ハノイ、シンガ

ポールの他に新たに設けた３拠点をベースにして案件発掘を進め、次の受注に繋げてまいります。新領域事業で

はエコプロダクツ事業は多様な販売方式を展開し受注拡大を、小水力発電事業はインドネシアへの市場拡大を、

さらにエコ・サニテーション事業はベトナムにおける事業確立を目指します。また、長大グループとしては特に

NKCとの事業シナジーを国内外で追求して受注拡大を図ります。

②　品質の向上

　品質の向上は受注のベースとなるものであります。第46期の好調な受注の結果、第47期は期初から業務量も多

く、個々の業務成果の品質確保と向上には一層の留意が必要です。まず、第一に必要な人材を確保いたします。

第二に業務の進め方の改善を継続いたします。前中期経営計画期間中の業務評価点の向上や業務表彰数の増加は

当社の高い技術的評価を示すと同時に顧客との良好なコミュニケーションへの評価でもあります。第47期も引続

き業務成果の品質向上と積極的なコミュニケーションによって顧客の信頼を高める業務活動を進めます。このた

めの社内インフラとしての業務マネジメントシステムの効果的な運用や業務レビュー体制の一層の充実を図りま

す。

③　事業開拓

　財政の逼迫、少子高齢化、情報化（経済活動や生活スタイル）、大規模災害多発、インフラ老朽化等の変化は

長大グループの事業の規模や内容に大きな影響を与えています。現在の基幹事業は当面当社の主力事業であり続

けますが、官主体の事業は中長期的にはその規模が縮小していく可能性が高いため、好調なスタートを切ること

ができる新中期経営計画の時期にこそ、時代の要請を先取りする事業開拓への取組みが欠かせません。近年、国

内外を問わず事業主体、事業内容、事業方式において、民間の役割と責任がより大きく求められる事業が増えて

います。インフラの事業企画から運営に至る各フェーズまたは全体においてこのような事業に果敢に挑戦するこ

とが必要であります。第47期はこれまでに進展している新領域事業を含めて時代を先取りする事業開拓に注力

し、開発投資を充実させます。

④　社員の活力

　建設コンサルタント業界の緊急課題の一つが人材の確保であり、長大グループにおいても同様であります。長

大グループの持続的成長のためにはそれを支える社員が確保され、その社員が活力を持って働ける環境を整える

ことが重要です。逆に、職場環境が優れた企業に人材も集まります。一方で、社員の働き方がそれぞれのワー

ク・ライフ・バランス（ＷＬＢ）の考え方によって異なるなど、多様化してきています。第47期の長大では「若

手の人材確保と教育」、「利益体質の確立と待遇改善」、「社員に応じたＷＬＢへの配慮」、「福利厚生の充

実」、「コミュニケーション機会の充実」のための施策を通じて社員の活力を一層引き出してまいります。　

　

　今後、現下の経営環境の下で目標達成の重要さを経営者並びに当社グループ社員全員が強く認識しておりま

す。経営者並びに当社グループ社員全員は各々担うべきことを自ら認識し、連携し、それを達成することによっ

て市場開拓、技術開発及び生産性の向上を実現してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも何とぞ格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。　
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2）会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容 

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式等の自由な取引を尊重し、

特定の者による当社株式等の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の

確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の

大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。但し、株式等の大

規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある

など、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を

十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分

に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式等の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

② 取り組みの内容

イ.基本方針の実現に資する特別な取り組み

　当社は、平成22年10月に策定した中期経営計画「長大持続成長プラン2010」を確実に実行するなかで、我

が国の経済状況や社会状況の変化と市場環境の大きな転換の中で当社の事業構造を変革し、持続的成長を可

能にしてまいりました。今、当社は、これらの経営環境の変化に適切に対応しつつ、さらなる企業価値・株

主共同の利益の確保・向上に資するため、平成26年９月期からの３事業年度に関する中期経営計画「長大持

続成長プラン2013」を策定いたしました。計画期間中、目指すビジョンは次の４点であります。

（１）グループ総合技術で信頼される企業

　長大グループ各社の基幹事業は各得意事業分野で競争力を有しております。今後は、さらにグループ各

社がお互いの技術を補完し、また、新たな領域で連携することで顧客により高い信頼を与えられる企業を

目指します。

（２）持続的成長を維持する安定経営企業

　長大グループが建設コンサルタントとして社会に必要とされる企業グループであり続けるためには、経

営の安定が必要条件であります。長大グループは事業推進戦略を着実に進めることで持続的成長を実現

し、経営環境に業績が大きく左右されない安定経営企業を目指します。

（３）多様な能力と経験の人材が活躍する企業

　国民の生活や経済にとって重要なインフラの担い手である建設コンサルタントの人材不足は、極めて深

刻な問題であります。長大グループは基幹事業の競争力向上や技術継承に、さらには新領域事業の開発と

成長に必要な人材を確保し、多様で多能な人材が活躍する企業を目指します。

（４）事業執行の改革を進める企業

　長大グループは経営の外的環境に影響されにくい企業グループとなり、高い品質の成果と安定した利益

を生み出していきます。重要なことは、常に、より効果的・効率的な事業の進め方を工夫し、PDCAを実行

し、プロセスの改革を進める企業文化を定着させることであると考えます。

　

 ロ.不適切な者によって支配されることを防止する取り組み

　当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防

止するための取り組み（会社法施行規則第118条第３号ロ）の一つとして、当社株式等の大規模買付行為に関

する対応策を導入することに関し、平成19年12月21日開催の第40回定時株主総会で承認され、平成22年12月

22日開催の第43回定時株主総会及び平成25年12月19日開催の第46回定時株主総会でその継続が承認されてい

ます。

　当社は、この対応策によって、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定

するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害

が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　 

③ 取締役会の判断及びその判断に係る理由

 イ.前記②イ.の取り組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定さ

れたものであるので、前記①の基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位

の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

 ロ.前記②ロ.の取り組みについては、大規模買付行為に関する情報提供を求めるとともに、大規模買付行為が

当社の企業価値を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるものであり、前記①の基本方針に沿った

ものであります。また、株主意思を尊重するため、株主総会の承認を得ており、さらに、取締役会によって

恣意的な判断がなされることを防止するために独立委員会を設置しております。取締役会は独立委員会の勧
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告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動を決議することとしております。その判断の概要について

は、適時に株主の皆様に情報開示することとしているため、その運営は透明性をもって行われます。

　したがって、当社取締役会は、株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的と

するものではないと判断しております。

　

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 37,000,000

計 37,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年５月15日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,416,000 9,416,000
東京証券取引所

（市場第二部）
単元株式数100株

計 9,416,000 9,416,000 － －

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成26年１月１日

～平成26年３月31日
－ 9,416,000 － 3,107 － 4,864

　（注）当第２四半期会計期間での増減はありません。
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（６）【大株主の状況】

 平成26年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

長大グループ社員持株会 東京都中央区日本橋蛎殻町１－20－４ 951 10.51

株式会社イー・シー・エス 千葉県松戸市小金原９－９－８ 602 6.65

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１-８-11 487 5.38

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 398 4.40

野村信託銀行株式会社

（長大従業員持株会専用信託口）

東京都千代田区大手町２－２－２

アーバンネット大手町ビル19F
390 4.31

株式会社みずほ銀行

（常任代理人　資産管理サービス

信託銀行株式会社）

東京都千代田区内幸町１－１－５

（東京都中央区晴海１－８－12）
264 2.91

佐藤　猛夫 茨城県土浦市 261 2.89

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 237 2.62

日置　克幸 茨城県土浦市 217 2.40

青柳　史郎 茨城県牛久市 217 2.40

計 　 4,028 44.47

 （注）当社は、自己株式358千株を保有しておりますが、議決権がないため上記の大株主より除外しております。

　

　

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成26年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 　普通株式   358,300 － －

完全議決権株式（その他） 　普通株式 9,053,300 90,533 －

単元未満株式 　普通株式    4,400 －
　一単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数 9,416,000 － －

総株主の議決権 － 90,533 －

（注）1.「完全議決権株式（自己株式等）」の欄には、自己株式のうち、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株会専用信

託　口）」が所有する株式390,200株を含めておりません。

　　2.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。
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②【自己株式等】

 平成26年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

　株式会社長大
東京都中央区日本橋蛎殻

町１－20－４
358,300 － 358,300 3.81

計 － 358,300 － 358,300 3.81

（注）自己株式には、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株　会専用信託口）」が所有する株式390,200株を含めておりま

せん。　

　

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平

成26年３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,600 6,313

受取手形及び完成業務未収入金 1,850 7,821

有価証券 76 70

商品 6 2

原材料及び貯蔵品 73 85

未成業務支出金 4,322 4,746

繰延税金資産 287 276

その他 173 146

貸倒引当金 △17 △11

流動資産合計 12,374 19,451

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,620 1,582

土地 1,987 1,987

リース資産（純額） 97 118

その他（純額） 220 199

有形固定資産合計 3,925 3,888

無形固定資産

のれん 431 357

その他 90 130

無形固定資産合計 522 487

投資その他の資産

投資有価証券 464 472

差入保証金 535 538

保険積立金 522 516

長期預金 106 112

繰延税金資産 936 934

その他 144 157

貸倒引当金 △118 △123

投資損失引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 2,582 2,596

固定資産合計 7,030 6,971

資産合計 19,405 26,423
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

業務未払金 929 2,611

短期借入金
※1 500 ※1 3,515

1年内返済予定の長期借入金
※1 652 ※1 607

未払法人税等 158 815

未払消費税等 131 281

未払費用 888 756

未成業務受入金 2,520 3,059

リース債務 22 25

受注損失引当金 61 33

その他 288 574

流動負債合計 6,153 12,281

固定負債

長期借入金
※1 1,114 ※1 904

リース債務 81 99

退職給付引当金 1,826 1,874

負ののれん 8 5

未払役員退職慰労金 1 1

その他 1 13

固定負債合計 3,034 2,898

負債合計 9,187 15,180

純資産の部

株主資本

資本金 3,107 3,107

資本剰余金 4,871 4,879

利益剰余金 2,024 3,047

自己株式 △235 △223

株主資本合計 9,767 10,810

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 49 64

繰延ヘッジ損益 － △13

為替換算調整勘定 18 21

その他の包括利益累計額合計 67 73

少数株主持分 381 358

純資産合計 10,217 11,242

負債純資産合計 19,405 26,423
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

売上高 11,033 15,032

売上原価 7,789 10,460

売上総利益 3,244 4,571

販売費及び一般管理費
※1 2,463 ※1 2,722

営業利益 781 1,849

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 2 2

投資事業組合運用益 － 26

為替差益 91 7

雑収入 18 19

営業外収益合計 113 57

営業外費用

支払利息 52 37

支払手数料 15 －

投資事業組合運用損 5 10

雑損失 2 2

営業外費用合計 76 50

経常利益 819 1,856

特別利益

投資有価証券売却益 24 －

特別利益合計 24 －

特別損失

固定資産除却損 11 0

特別損失合計 11 0

税金等調整前四半期純利益 832 1,856

法人税、住民税及び事業税 247 778

法人税等調整額 76 13

法人税等合計 323 792

少数株主損益調整前四半期純利益 508 1,064

少数株主損失（△） △31 △28

四半期純利益 540 1,092
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【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 508 1,064

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37 15

繰延ヘッジ損益 － △13

為替換算調整勘定 24 4

その他の包括利益合計 62 6

四半期包括利益 571 1,071

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 593 1,098

少数株主に係る四半期包括利益 △21 △26
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 832 1,856

減価償却費 127 137

のれん償却額 74 74

負ののれん償却額 △2 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15 △1

受注損失引当金の増減額（△は減少） △155 △28

受取利息及び受取配当金 △3 △4

支払利息 52 37

投資有価証券売却損益（△は益） △24 －

投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

その他の損益（△は益） △44 △23

完成業務未収入金の増減額（△は増加） △3,269 △5,969

商品の増減額(△は増加） 90 4

未成業務支出金の増減額（△は増加） △873 △423

貯蔵品の増減額（△は増加） △87 △11

その他の資産の増減額（△は増加） △0 20

仕入債務の増減額（△は減少） 683 1,682

未成業務受入金の増減額（△は減少） 722 539

未払消費税等の増減額（△は減少） 136 149

その他の負債の増減額（△は減少） 332 136

小計 △1,312 △1,777

利息及び配当金の受取額 3 4

利息の支払額 △52 △37

法人税等の支払額 △85 △143

法人税等の還付額 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,447 △1,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30 △36

定期預金の払戻による収入 67 30

有形固定資産の取得による支出 △68 △18

投資有価証券の取得による支出 － △0

投資有価証券の売却による収入 104 －

貸付けによる支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 6 2

その他の支出 △71 △61

その他の収入 19 39

投資活動によるキャッシュ・フロー 27 △44
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,119 3,215

短期借入金の返済による支出 △642 △200

長期借入れによる収入 283 －

長期借入金の返済による支出 △411 △259

社債の償還による支出 △22 －

自己株式の取得による支出 △0 －

自己株式の売却による収入 － 19

配当金の支払額 △36 △68

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

その他の支出 △9 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,276 2,691

現金及び現金同等物に係る換算差額 83 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,940 707

現金及び現金同等物の期首残高 4,552 5,537

現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 6,493 ※1 6,245
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

　

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

　該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

　※１　財務制限条項

前連結会計年度（平成25年９月30日）

　一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結してお

り、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりで

す。

①コミットメントライン契約（㈱三菱東京UFJ銀行）

前連結会計年度末（平成25年９月30日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 615百万円

借入実行残高 200

未実行残高 415

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

②長期借入金（㈱三菱東京UFJ銀行）

前連結会計年度末（平成25年９月30日）における借入残高は以下のとおりです。

借入残高 255百万円

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

③コミットメントライン契約（㈱りそな銀行）

前連結会計年度末（平成25年９月30日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 200百万円

借入実行残高 100

未実行残高 100

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持すること。

・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならない

ようにすること。

　

当第２四半期連結会計期間（平成26年３月31日）

　一部の連結子会社については、資金の流動性を確保するため、取引銀行とローン契約等を締結してお

り、それぞれについて財務制限条項が付されています。契約及び財務制限条項の内容は以下のとおりで

す。

①コミットメントライン契約（㈱三菱東京UFJ銀行）

当連結会計年度末（平成26年３月31日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 615百万円

借入実行残高 615

未実行残高 －

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。

②長期借入金（㈱三菱東京UFJ銀行）

当連結会計年度末（平成26年３月31日）における借入残高は以下のとおりです。

借入残高 227百万円

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の各事業年度の決算期末日における単体の損益計算書における営業損益を損失としないこと。
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③コミットメントライン契約（㈱りそな銀行）

当連結会計年度末（平成26年３月31日）における未実行残高は以下のとおりです。

コミットメントラインの総額 200百万円

借入実行残高 200

未実行残高 －

上記の契約には、下記の財務制限条項が付されています。

・借入人の本契約締結日以降の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、

前年同期比75％以上に維持すること。

・借入人の本契約締結日以降の決算期における単体の損益計算書に示される営業利益を損失とならない

ようにすること。

　

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日）

給料手当 956百万円 999百万円

退職給付費用 88 127

減価償却費 43 49

 

　２　売上高の季節的変動

　前第２四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年３月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成25年10月１日 至 平成26年３月31日）

 当社グループの売上高は、受注の大半が官需という特性により、第２四半期以降に偏る傾向があります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年３月31日）

現金及び預金 6,548百万円 6,313百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △55 △68

現金及び現金同等物 6,493 6,245
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年12月21日

定時株主総会
普通株式 36 4 平成24年９月30日 平成24年12月25日 利益剰余金　

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間　　　　　　末後となるもの

　該当事項はありません。

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

　　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年３月31日）

１．配当に関する事項

（1）配当金支払額　

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年12月19日

定時株主総会
普通株式 72 8 平成25年９月30日 平成25年12月20日 利益剰余金　

（注）配当金の総額は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）」の導入において設定した野村信託銀

行㈱（長大従業員持株会専用信託口）が保有する当社株式に対する配当金３百万円を含めて記載しております。

　

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間　　　　　　末後となるもの

　該当事項はありません。

　

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社長大(E04900)

四半期報告書

19/24



　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自　平成24年10月１日　至　平成25年３月31日）

   １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　 報告セグメント　　

調整額
（注１）　

合計　　
（注２）　

 
コンサルタ
ント事業　

サービスプ
ロバイダ事
業　

プロダクツ
事業　

計

売上高       

外部顧客への売上高 10,805 173 54 11,033 － 11,033

セグメント間の内部売上

高又は振替高
4  21 － 26 △26 －

計 10,809 195 54 11,060 △26 11,033

セグメント利益

　　　　　又は損失（△）
3,268 3 △21 3,250 △6 3,244

　（注）１．セグメント間取引消去によるものであります。

　　　　２．報告セグメントの利益又は損失（△）の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額（売上総利益）と一致

しております。

　

   ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　　

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自　平成25年10月１日　至　平成26年３月31日）

   １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

（単位：百万円）　

　 報告セグメント　　

調整額
（注１）　

合計　　
（注２）　

 
コンサルタ
ント事業　

サービスプ
ロバイダ事
業　

プロダクツ
事業　

計

売上高       

外部顧客への売上高 14,794 172 65 15,032 － 15,032

セグメント間の内部売上

高又は振替高
4  40 － 45 △45 －

計 14,799 213 65 15,077 △45 15,032

セグメント利益

　　　　　又は損失（△）
4,748 3 △172 4,579 △7 4,571

　（注）１．セグメント利益の調整額△７百万円には、セグメント間取引消去△４百万円、たな卸資産の調整額△３百万

円が含まれております。

　　　　２．報告セグメントの利益又は損失（△）の金額の合計額は四半期連結損益計算書計上額（売上総利益）と一致

しております。

　

   ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　現金及び預金、受取手形及び完成業務未収入金、業務未払金、短期借入金及び長期借入金が、企業集団の事業の運

営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

　

前連結会計年度末（平成25年９月30日）

科目
連結貸借対照表計上額（百

万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

（1）現金及び預金 5,600 5,600 －

（2）受取手形及び完成業務未収

入金
1,850 　 　

　　　貸倒引当金(*1) △8 　 　

　 1,842 1,842 －

（3）業務未払金 929 929 －

（4）短期借入金 500 500 －

（5）長期借入金(*2) 1,767 1,827 60

　

当第２四半期連結会計期間末（平成26年３月31日）

科目
四半期連結貸借対照
表計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

（1）現金及び預金 6,313 6,313 －

（2）受取手形及び完成業務未収

入金
7,821 　 　

　　　貸倒引当金(*1) △11 　 　

　 7,809 7,809 －

（3）業務未払金 2,611 2,611 －

（4）短期借入金 3,515 3,515 －

（5）長期借入金(*2) 1,511 1,571 60

　

　(*1)受取手形及び完成業務未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

　(*2)1年以内に返済予定の長期借入金については、長期借入金に含めております。

　

（注） 金融商品の時価の算定方法

（1）現金及び預金、（2）受取手形及び完成業務未収入金、(3)業務未払金、(4)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

（5）長期借入金

　これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値に

より算定しております。

　

（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成26年３月31日）

その他有価証券で時価のあるものにつきまして、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動は認められません。

　　

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成26年３月31日）

　デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はあり

ません。
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（１株当たり情報）

-　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年10月１日
至　平成25年３月31日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年３月31日）

１株当たり四半期純利益金額 59.66円 126.30円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（百万円） 540 1,092

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円） 540 1,092

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,058 8,651

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。　

　    ２．普通株式の期中平均株式数については、「野村信託銀行㈱（長大従業員持株会専用信託口）」が所有する

自己株式を控除し算定しております。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社長大(E04900)

四半期報告書

22/24



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年５月14日

株式会社長大

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　真一郎　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神山　宗武　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寶野　裕昭　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社長大の

平成25年10月１日から平成26年９月30日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年１月１日から平成26年

３月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年10月１日から平成26年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社長大及び連結子会社の平成26年３月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期

連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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